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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：令和元年５月１７日（令和元年（行個）諮問第１５号） 

答申日：令和２年４月１３日（令和２年度（行個）答申第８号） 

事件名：本人の労災事案に関連し，「休暇取得状況」の取扱いについて特定事

業場と協議した内容が理解できる文書の不開示決定（不存在）に関

する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「私の労災事案に関連し，「休暇取得状況」の取扱いについて，特定事

業場と協議した内容が理解出来る記録文書などの開示を請求する。協議に

参加した関係者全員の開示も請求する。」に記録された保有個人情報（以

下「本件対象保有個人情報」という。）につき，これを保有していないと

して不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，平

成３１年２月１３日付け群馬個開第１１２号により群馬労働局長（以下

「処分庁」という。）が行った不開示決定（以下「原処分」という。）につ

いて，その取消しを求めるというものである。  

２ 審査請求の理由 

   審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載によると，おおむね以

下のとおりである。 

（１）審査請求書 

ア 私の労災請求事案に関連し，勤務先である特定事業場から提出を受

けた「休暇取得状況」について，群馬労働局長は，法１４条３号ロに

該当するなどとして全部開示に応じない。更に同資料を故意に隠し，

同資料に基づく調査も行っていない。本件不開示理由が真実であるな

らば，群馬労働局長が恣意的な利用を目的に私の要配慮個人情報であ

る「休暇取得状況」を入手したことから，法５５条の適用を請求する。 

イ 本件開示請求により開示を請求した文書について 

「休暇取得状況」には，私の病歴が記されています。私が一貫とし

て主張している平成Ａ年Ｂ月の未経験の業務への強引な配置換えを

強要された出来事があった直後の，同年Ｂ月の２か月後からその翌

月に掛けて特定日数以上連続して出勤できない状態にあった時の病
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名が特定疾病であって，この事実が記されている非常に重要な文書

が，同文書なのです。つまり，強引な配置換え直後に，私が酷い体

調不良を発症していた病歴を証明している文書であって，明らかに

要配慮個人情報です。 

また，当該「休暇取得状況」の開示請求を行った際には，群馬労働

局長が，同文書は特定事業場から「提出された情報で当該法人の組

織あるいは営業上の秘密事項に係る情報があり，これらは行政機関

の要請を受けて，開示しないとの条件で任意に提供された情報」で

あるなどと主張し，法１４条３号ロに該当するとして全部開示に応

じません。（中略） 

以上の経緯から判断すれば，「休暇取得状況」の証拠資料の取扱い

については，群馬労働局長，特定労働基準監督署（以下「労働基準

監督署」は「監督署」という。）及び特定事業場との間で協議を行っ

たことは間違いありません。よって，協議した文書の開示及び協議

に参加した関係者全員の開示を請求しました。 

ウ 審査請求する理由について 

（ア）不開示理由では，「休暇取得状況」の取扱いについては，特定事

業場と一切協議を行っていないと主張しています。しかしながら，

以下の点の理由が一切確認できません。 

① 「休暇取得状況」を入手した具体的目的及び具体的理由。 

② 私の労災調査の過程において，「休暇取得状況」を故意に隠し，

そして同資料に基づく調査を行わなかった合理的な理由。（中略） 

（イ）個別に検証します。 

① 私が情報開示請求によって入手した「休暇取得状況」は，部分

開示です。 

しかしながら，「休暇取得状況」は，私の病歴が記載されてい

る要配慮個人情報です。法２条４項には，「要配慮個人情報」と

は，「本人の（中略）病歴（中略）その他本人に対する不当な差

別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配

慮を要する（中略）個人情報」とあります。よって，「休暇取得

状況」を入手した目的については，労災請求人である私に説明

すべきではないのか。同文書を部分開示とした理由についても，

丁寧な説明を行うべきではないのか。 

② 「休暇取得状況」の取扱いについて特定事業場と協議を行って

いないのであれば，どうして同資料を故意に隠蔽したのか。そし

て，群馬労働局長は，同資料に基づく調査を特定労働基準監督署

長に対して指示を徹底しなかったのか。こういった行為は，明ら

かに特定事業場に配慮した行為ではないのか。 
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以下の文書には，それぞれ以下の指示が確認できます。 

【精神障害の労災認定実務要領】Ⅱ－第２－１ 基本的な調査事

項 

（１）発病の有無等に関する調査，ア 治療歴のある事案の場合 

「請求人（当該労働者）から，心身の変調等の内容（中略）

やその出現時期，また，この後の経過，医療機関への受診状況

等について聴取する。」 

（２）業務による出来事とその後の状況に関する調査 

「調査の最初の段階で，申立書等により，請求人が考える精

神障害発症の原因となった出来事を把握し，原因と主張される

出来事が明確である場合には，その出来事の事実認定のための

調査を優先して行い，当該調査の過程で精神障害発症の原因と

なる他の出来事の存在が出現したときは，その出来事に関する

調査を実施する。」 

【労災業務ＯＪＴマニュアル】第３－３ 事実認定における証拠

資料の重要性 

「労災補償行政は，支給要件の具備の有無を判断するに当たっ

ては，業務との因果関係の明らかな負傷又は負傷に起因する疾

病を除き，通常，請求人，事業主はもとより関係者から詳細な

調査を収集したで上，業務（通勤）に起因したものか否か合理

的な推論に基づいた事実認定（経験則によって判断）を行うこ

とが必要であり，（中略）当該事実認定を行うための証拠資料の

収集が非常に重要である」。 

「休暇取得状況」は，飽くまでも私の労災請求事案に関する調査

の為に利用すべき重要な証拠資料であって，群馬労働局長による恣

意的な利用は容認できません。（中略） 

（ウ）（中略）「休暇取得状況」の取扱いについて，群馬労働局，特定監

督署及び特定事業場が協議を行ったことは間違いのない事実です。

よって，飽くまでも「休暇取得状況」の取扱いについては協議した

内容の全部開示及び「休暇取得状況」の協議に参加した関係者全員

の開示を請求する。 

エ 意見 

（ア）「休暇取得状況」の取扱いに関連して特定事業場（の特定部職員）

は，少なくとも群馬労働局との協議については否定しておりません。

（中略） 

（イ）「休暇取得状況」という証拠資料が，特定事業場にとっては非常

に不都合な文書であって，（中略）そうであるならば，群馬労働局

が特定事業場の要請を受け入れた具体的理由や具体的目的，及び具
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体的メリットなどについて検証する必要があります。 

（中略）しかも，群馬労働局がとった行為は，上記ウ（イ）②に

引いた精神障害の労災認定実務要領や労災業務ＯＪＴマニュアルな

どに反した行為であって，都道府県労働局法令遵守要綱の公務員倫

理の徹底と綱紀保持にも反した行為です。 

よって，群馬労働局長が飽くまでも特定事業場との協議を行って

いないと主張するのであれば，以下について明確な説明が必要です。 

① 私の個人情報である「休暇取得状況」を特定事業場から入手し

た具体的な理由 

② 私の個人情報である「休暇取得状況」を故意に隠し，そして調

査を行わなかった具体的な目的 

③ 私の個人情報である「休暇取得状況」を故意に隠し，そして調

査を行わなかったことによって得たメリット 

④ 「休暇取得状況」が，私の要配慮個人情報であるとの認識があ

ったのか。 

⑤ 「休暇取得状況」を部分開示にした具体的な理由 

⑥ 「休暇取得状況」を故意に隠し，そして調査を行わなかったこ

とによって，労災請求人である私が不利益になるとの認識があっ

たのか。 

⑦ 「休暇取得状況」を故意に隠し，そして調査を行わない行為が，

特定事業場に配慮した行為であるとの認識があったのか。 

（エ）群馬労働局からは，特定事業場から提出された重要な証拠資料で

ある「休暇取得状況」を故意に隠し，そして調査を行わない行為を

実行するに当たり，全く「罪悪感」を感じられない。 

① 平成Ｅ年Ｆ月Ｇ日に特定事業場特定役職と群馬労働局長が「働

き方改革に関する包括連携協定』を締結する過程で，私の労災請

求事案について不当な協議が行われた可能性があるのではないか。 

② 上記①の翌日に「署調査計画に対する局意見等について」とし

て，私の労災請求事案に対して群馬労働局特定部特定課長から特

定労働基準監督署長に「変更すべき事項」及び「検討すべき事項」

として指示しています。この時点では，労災請求人である私から

の申立書，及び療養補償給付請求書しか存在していない筈であっ

て，特定事業場からの証拠資料などは一切ありません。しかも私

は，当該日時点では，特定監督署から申立書に基づいた聴取など

も一切受けていません。（中略） 

③ 「休暇取得状況」については，特定事業場からの要請を受けざ

るを得なかった『何らかの事情』が群馬労働局長にあったのでは

ないか。（中略） 
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オ （中略）私は，特定監督署に対して診療情報の提供についての同意

書を提出しました。よって，特定監督署が診療情報を利用することに

関しては問題ないと考えています。 

しかしながら，群馬労働局に対しては，一切の同意をしていません。

つまり，群馬労働局（地方労災医員，労災協力医を含む）は，私の

同意を得ずに診療情報を勝手に利用できないのです。 

都道府県労働局の下部機関が監督署です。国民からみれば，両者は

別組織です。しかも，診療情報となれば尚更，如何なる事情があっ

たとしても，労災請求人からの同意を得たうえで利用すべきです。

（以下略） 

（２）意見書 

ア 本件事件は，要配慮個人情報の無断提供，及び無断取得に関する犯

罪行為に関連した審査請求です。（中略） 

イ 「要配慮個人情報」とは，平成２９年５月３０日施行の個人情報の

保護に関する法律及び法の一部改正によって新たに定められた，特に

配慮を要する個人情報です。 

私の労災請求事案に関連し，私の要配慮個人情報の記載がある文書

は全て厳格な取扱い，つまり，私からの「事前の同意」が必要です。

事前の同意を得ない要配慮個人情報（中略）の提供，取得，利用は

禁止されています。（中略） 

ウ 『休暇取得状況』には，（中略）私の病歴の記述があります。同文

書の提供及び取得，利用について，私は如何なる同意も行っていませ

ん。（以下略） 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求の経緯 

（１）審査請求人は，平成３１年１月１５日付けで処分庁に対し，法の規定

に基づき本件対象保有個人情報の開示請求を行った。 

（２）これに対して処分庁が不開示の原処分を行ったところ，審査請求人は

その取消しを求めて，平成３１年２月１８日付けで本件審査請求を提起

したものである。 

２ 諮問庁としての考え方 

   本件審査請求について，原処分は妥当であると考える。 

３ 理由 

（１）本件対象保有個人情報の特定について（略） 

（２）原処分の妥当性について 

    本件審査請求を受け，処分庁に確認したところ，特定事業場と「休暇

取得状況」の取扱いに関する協議は開催しておらず，本件対象保有個人

情報は実際に保有していないとのことであった。 
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諮問庁において，再度，処分庁に対して，本件対象保有個人情報が記

載されている文書の有無を確認したところ，「労災請求に対する判断に

必要な範囲で特定事業場に対して資料提出依頼を行い，「休暇取得状況」

を含む資料の提出はされたが，特定事業場と「休暇取得状況」の取扱い

に関する協議は開催しておらず，本件対象保有個人情報は実際に保有し

ていない」とのことであったことから，本件対象保有個人情報を保有し

ていないとする原処分は妥当であると考える。 

４ 結論 

以上のとおり，原処分は妥当であり，本件審査請求は棄却すべきものと

考える。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 令和元年５月１７日  諮問の受理 

② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年６月３日     審査請求人から意見書を収受 

④ 令和２年３月１８日  審議 

⑤ 同年４月９日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 

本件開示請求に対し，処分庁は，本件対象保有個人情報を保有していな

いとして不開示とする原処分を行った。 

これに対し，審査請求人はその取消しを求めているが，諮問庁は原処分

を妥当としているので，以下，本件対象保有個人情報の保有の有無につい

て検討する。 

２ 本件対象保有個人情報の保有の有無について 

（１）理由説明書の記載（上記第３の３（２））及び当審査会事務局職員を

して諮問庁に対し詳細な説明を求めさせたところによると，諮問庁は，

本件対象保有個人情報の保有の有無について，おおむね以下のとおり説

明する。 

ア 精神障害に関する労災請求については，業務上外の判断を行うため

に，労災請求人，事業場等の調査を行っている。「精神障害の労災認

定実務要領」（平成２７年１０月 厚生労働省労働基準局補償課職業

病認定対策室。以下「実務要領」という。）においても，的確な事実

認定ができるよう，事業場からの資料の収集や聴取等の調査を実施す

るものとされているが，特段事業場と協議を行うこととはされていな

い。 

イ 本件審査請求を受け，処分庁に確認したところ，特定事業場と「休

暇取得状況」の取扱いに関する協議は開催しておらず，本件対象保有
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個人情報は実際に保有していないとのことであった。 

ウ これを受け，諮問庁においても，再度，処分庁に対して，本件対象

保有個人情報が記載されている文書の有無を確認したところ，「労災

請求に対する判断に必要な範囲で特定事業場に対して資料提出依頼を

行い，「休暇取得状況」を含む資料の提出はされたが，特定事業場と

「休暇取得状況」の取扱いに関する協議は開催しておらず，本件対象

保有個人情報は実際に保有していない」とのことであった。 

このため，本件対象保有個人情報を保有していないとする原処分は

妥当であると考える。 

（２）当審査会において，諮問庁から実務要領の提示を受けて確認したとこ

ろ，上記（１）アの諮問庁の説明のとおり，実務要領の「Ⅱ 調査要領 

第２ 調査の実施 １ 基本的な調査事項」において，的確な事実認定

ができるよう，事業場からの資料の収集や聴取等の調査を実施する旨が

記載されているが，特段協議を行うこととはされていないことが認めら

れる。このため，群馬労働局において，特定の労災事案について特定の

事業場と協議を行うことはないとし，本件対象保有個人情報を保有して

いないとする上記（１）の諮問庁の説明は，不自然，不合理であるとは

認められず，これを覆すに足りる特段の事情も認められない。 

したがって，群馬労働局において本件対象保有個人情報を保有してい

ないとする上記（１）の諮問庁の説明は是認せざるを得ない。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，これを保有していない

として不開示とした決定については，群馬労働局において本件対象保有個

人情報を保有しているとは認められず，妥当であると判断した。 

（第３部会） 

委員 髙野修一，委員 久末弥生，委員 葭葉裕子 

 


